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これまでの50年（第4期）

　
〝
マ
ン
モ
ス
議
会
〞
だ
っ
た
合
併
直
後
の
二
年

間
に
お
い
て
も
、議
員
か
ら
は
公
害
対
策
の
強
化

を
訴
え
る
声
が
上
が
っ
て
お
り
、市
は
昭
和
四
十

二
年
八
月
か
ら「
公
害
対
策
審
議
会
」を
立
ち
上

げ
た
ほ
か
、公
害
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
の
常
時
巡
視
、

公
害
関
係
住
民
健
康
診
査
の
実
施
、産
業
公
害
の

総
合
事
前
調
査
な
ど
を
通
じ
、公
害
防
止
に
つ
い

て
の
対
策
指
導
を
推
進
し
て
き
た
。

　
議
会
で
も
、昭
和
四
十
五
年
十
月
定
例
会
に
お

い
て「
公
害
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
、強
力
な
総

合
対
策
を
講
じ
、住
民
の
健
康
を
保
護
し
、生
活

環
境
の
保
全
に
努
め
る
。」こ
と
を
目
的
と
し
た

「
公
害
対
策
特
別
委
員
会
」を
設
置
し
、活
動
を

開
始
し
た
。

　
さ
ら
に
、昭
和
四
十
一
年
十
月
に
福
島
県
に
お

い
て
公
害
防
止
の
条
例
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を

受
け
、議
会
か
ら
い
わ
き
市
の
公
害
防
止
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
幾
度
と
な
く
質
問
が
行
わ
れ
、そ

の
結
果
、市
は
昭
和
四
十
六
年
九
月
定
例
会
に

お
い
て
い
わ
き
市
公
害
防
止
条
例
の
制
定
に
係

る
議
案
を
提
出
、議
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。

　
こ
の
条
例
は
、国
・
県
の
施
策
と
相
ま
っ
て
、

市
独
自
の
施
策
を
擁
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、市
民

の
健
康
の
保
護
と
、生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
と

と
も
に
、事
業
者
・
市
・
市
民
が
一
体
と
な
っ
て

複
合
化
し
つ
つ
あ
る
公
害
を
防
止
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
に
は
、事
業
者
の
責
務
と
し
て
、公
害

防
止
施
設
の
設
置
又
は
操
業
方
法
の
改
善
等
を

行
う
こ
と
、大
気
汚
染
や
水
質
汚
濁
の
原
因
と

な
る
物
質
の
排
出
等
及
び
工
場
や
事
業
場
の
周

辺
の
状
況
を
常
に
把
握
す
る
こ
と
な
ど
七
項
目

が
、市
の
責
務
と
し
て
、市
民
の
健
康
及
び
安
全

か
つ
快
適
な
生
活
を
確
保
す
る
た
め
、国
及
び
県

の
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
と
と
も
に
本
条

例
に
規
定
す
る
施
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
、市
民
の
責
務
と
し
て
、公
害
を
発
生
さ

せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
常
に
努
め
、市
が
実
施

す
る
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

　
市
は
、昭
和
四
十
七
年
一
月
、県
と
共
同
で
公

害
対
策
セ
ン
タ
ー
を
小
名
浜
地
区
に
設
置
し
、テ

レ
メ
ー
タ
ー
等
に
よ
り
常
時
大
気
等
を
観
測
・

監
視
す
る
体
制
に
入
っ
た
。公
害
対
策
セ
ン
タ
ー

は
、平
成
十
八
年
に「
い
わ
き
市
環
境
監
視
セ
ン

タ
ー
」と
改
称
さ
れ
、大
気
汚
染
防
止
法
、水
質

汚
濁
防
止
法
、騒
音
規
制
法
、振
動
規
制
法
、悪

臭
防
止
法
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措

置
法
な
ど
の
環
境
関
係
法
令
に
定
め
る
各
種
届

出
の
受
理
、公
害
苦
情
な
ど
の
相
談
及
び
処
理
、

環
境
状
況
の
把
握
に
必
要
な
監
視
・
測
定
並
び

に
工
場
な
ど
へ
の
立
入
検
査
に
関
す
る
こ
と
を

業
務
と
し
て
、日
夜
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
昭
和
四
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
は
、

日
本
中
で
公
害
問
題
が
深
刻
化
し
た
時
代
で

あ
っ
た
。

　
工
場
や
化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
な
ど
か
ら
排
出

さ
れ
る
汚
染
排
水
や
排
煙
が
水
と
大
気
を
汚
染

し
、人
々
に
重
大
な
健
康
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

ま
た
、工
場
排
煙
や
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
な
ど
に

含
ま
れ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
と
日
光
に
含
ま

れ
る
紫
外
線
が
光
化
学
反
応
を
起
こ
し
て
発
生

す
る
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
よ
り
、学
校
の
グ
ラ
ウ

ン
ド
で
体
育
の
授
業
中
だ
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
目

や
喉
が
刺
激
さ
れ
た
と
い
っ
た
事
例
も
あ
っ
た
。

　
い
わ
き
市
で
は
、新
市
誕
生
前
の
昭
和
三
十
九

年
三
月
、郡
山
市
と
と
も
に
常
磐
郡
山
地
区
と

し
て
新
産
業
都
市
に
指
定
さ
れ
て
以
降
、小
名

浜
港
を
海
の
門
戸
と
し
て
、背
後
地
に
臨
海
工
業

地
帯
を
整
備
し
て
き
た
経
緯
か
ら
、排
煙
や
自

動
車
の
排
気
ガ
ス
、騒
音
等
が
問
題
に
な
っ
て
お

り
、公
害
防
止
対
策
の
強
化
を
推
し
進
め
る
こ
と

と
な
る
。

公
害
対
策

1
い
わ
き
市
議
会
史

昭
和
51
年
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月
〜
昭
和
55
年
9
月

第       期4

公
害
対
策
や
ご
み
問
題
の
克
服
と
解
決
に
向
け

官
民
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む

　昭
和
五
十
一
年
、政
界
は
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
揺
れ
、昭
和
五
十
三
年
に
は
宮
城
県
沖
地
震
が
発

生
。大
阪
で
は
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
な
ど
に
よ
る
複
合
大
気
汚
染
が
訴
訟
に
発
展
す
る
な
ど
、大
き

な
事
件
や
事
故
が
相
次
い
だ
時
代
だ
っ
た
。

　い
わ
き
市
で
は
、工
場
の
排
煙
や
排
水
に
よ
る
産
業
公
害
、自
動
車
の
排
気
ガ
ス
や
騒
音
問
題
、

消
費
生
活
の
多
様
化
に
よ
る
ご
み
処
理
問
題
な
ど
が
発
生
。市
は
、昭
和
四
十
六
年「
公
害
防
止
条

例
」を
制
定
。市
民
に
公
害
防
止
に
関
す
る
施
策
へ
の
協
力
を
求
め
、ま
た
公
害
を
発
生
さ
せ
な
い

よ
う
に
努
め
る
市
民
の
責
務
も
明
ら
か
に
し
、大
き
な
問
題
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　し
か
し
、こ
の
第
四
期
に
入
り
カ
ド
ミ
ウ
ム
米
の
問
題
が
発
生
し
市
民
生
活
に
不
安
を
与
え
た
。

公害対策センター（現環境監視センター）

公害対策審議会

公害パトロールカー
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し
、都
市
公
害
は
原
因
者
の
所
在
が
は
っ
き
り
し

な
い
と
い
う
悩
み
が
あ
る
。市
の
公
害
対
策
で
対

応
で
き
る
も
の
は
そ
の
面
で
対
応
し
、公
害
対
策

セ
ン
タ
ー
等
の
機
能
を
十
分
発
揮
し
て
、住
み
よ

い
環
境
づ
く
り
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。」と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
定
例
会
で
は
、

「
公
害
防
止
対
策
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、最
近

で
は
大
き
な
問
題
も
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、今

年
、河
川
に
お
い
て
数
十
匹
の
川
魚
が
川
面
に
浮

か
ぶ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。ま

た
、今
年
の
産
米
か
ら
許
容
量
以
上
の
カ
ド
ミ
ウ

ム
が
検
出
さ
れ
る
な
ど
、一
連
の
問
題
が
市
民
生

活
に
不
安
を
与
え
て
い
る
。市
は
、い
わ
き
市
を

二
度
と
公
害
の
ま
ち
と
し
な
い
た
め
に
、監
視
体

制
の
維
持
強
化
を
図
る
べ
き
。市
長
の
考
え
を
伺

い
た
い
。」と
の
質
問
が
あ
り
、市
長
は
、「
公
害

防
止
対
策
の
今
後
の
方
針
と
し
て
は
、地
区
観
測

局
の
各
測
定
器
の
精
度
維
持
の
た
め
の
年
次
計

画
更
新
を
、昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
昭
和
五
十

六
年
度
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
い
。ま
た
地
区
観

測
局
の
追
加
と
新
設
の
検
討
、環
境
水
質
監
視

局
の
新
設
の
検
討
な
ど
の
ほ
か
、小
名
浜
港
す
す

水
発
生
の
原
因
究
明
と
調
査
の
継
続
実
施
、現

行
の
各
種
調
査
の
継
続
実
施
と
拡
充
に
よ
る
大

気
・
水
質
汚
染
の
総
合
的
・
個
別
的
指
導
及
び

監
視
の
充
実
を
図
り
、環
境
保
全
の
確
保
に
さ

ら
に
努
力
し
た
い
。」と
答
弁
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、議
会
に
設
置
さ
れ
た
公
害
対
策
特

別
委
員
会
は
、議
員
改
選
毎
に
引
き
続
き
設
置

さ
れ
、昭
和
五
十
七
年
十
一
月
に
廃
止
さ
れ
る
ま

で
の
十
二
年
の
長
き
に
わ
た
り
、各
種
公
害
へ
の

対
策
に
関
す
る
調
査
や
請
願
の
審
査
等
に
あ

た
っ
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
三
月
定
例
会
で
は
、議
員
か
ら

こ
の
よ
う
な
質
問
と
意
見
が
あ
っ
た
。

　「
日
本
一
広
い
面
積
を
持
つ
い
わ
き
市
は
、時

代
の
情
勢
と
は
い
う
も
の
の
、こ
れ
ま
で
重
化
学

工
業
中
心
の
高
度
経
済
成
長
政
策
を
推
進
し
て

き
た
た
め
、地
価
の
暴
騰
を
初
め
、過
疎
・
過
密

の
激
化
、自
然
環
境
及
び
民
俗
遺
産
の
破
壊
、水

資
源
や
大
気
の
汚
染
、国
土
資
源
で
あ
る
緑
や

水
、土
地
の
荒
廃
と
偏
在
が
進
ん
だ
。特
に
土
地

問
題
は
異
常
な
状
態
に
あ
り
、経
済
的
危
機
を

背
景
に
し
て
、公
害
環
境
問
題
に
お
け
る
逆
流

現
象
が
胎
動
し
つ
つ
あ
り
、わ
れ
わ
れ
は
過
去
と

現
在
の
公
害
が
数
十
年
先
に
い
か
な
る
結
果
を

も
た
ら
す
か
と
い
う
洞
察
力
を
も
っ
て
対
処
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、過
去
、現
在

に
わ
た
る
公
害
の
蓄
積
を
取
り
除
き
、こ
れ
以
上

の
環
境
破
壊
の
愚
を
差
し
止
め
、人
間
生
活
と
環

境
と
の
調
和
の
方
途
を
真
剣
に
模
索
す
る
こ
と

で
あ
る
。し
か
し
、本
市
に
お
い
て
は
都
市
公
害

対
策
に
ま
で
手
が
回
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、

さ
ら
な
る
公
害
対
策
セ
ン
タ
ー
の
充
実
、既
存
の

公
害
の
因
果
関
係
の
調
査
研
究
、技
術
、資
料
等
、

国
・
県
の
機
関
と
の
連
絡
協
調
を
図
る
べ
き
。当

市
に
お
け
る
都
市
公
害
対
策
に
つ
い
て
考
え
を

伺
い
た
い
。」

　
こ
れ
に
対
す
る
市
長
の
答
弁
は
、「
都
市
公
害

の
要
因
と
し
て
、自
動
車
の
排
気
ガ
ス
、騒
音
振

動
、家
庭
下
水
道
等
に
よ
る
水
質
汚
濁
等
が
あ

り
、都
市
公
害
は
都
市
の
過
密
現
象
と
密
接
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
。産
業
公
害
は
、原
因
者
が

公
害
防
止
対
策
を
厳
重
に
守
る
こ
と
で
最
低
限

に
仰
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。た
だ

1

　
設
置
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　「
当
市
は
、臨
海
工
業
地
帯
の
急
速
な
る
発

展
に
伴
い
、反
面
、公
害
も
ま
た
こ
れ
に
比
例

し
て
激
増
の
一
途
を
た
ど
り
、ま
さ
に
憂
慮
す

べ
き
事
態
を
招
来
し
つ
つ
あ
る
。か
か
る
公
害

多
発
の
現
状
に
対
応
す
る
た
め
、本
議
会
は
、

こ
こ
に
公
害
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て

強
力
な
る
総
合
対
策
を
講
じ
、公
害
の
完
全

追
放
を
は
か
り
、一
日
も
早
く
市
民
の
不
安
を

除
去
し
、も
っ
て
市
民
の
健
康
と
住
み
よ
い
生

活
環
境
の
保
全
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。」

　
昭
和
四
十
七
年
六
月
定
例
会
で
は
、請
願

の
あ
っ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
公
害
の
実
態
調
査
に
つ
い

て
、昭
和
四
十
八
年
十
二
月
定
例
会
で
は
四
倉

町
内
仁
井
田
川
の
汚
染
防
止
対
策
、大
気
汚

染
排
出
物
の
総
量
規
制
即
時
実
施
に
つ
い
て

な
ど
、委
員
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

　
同
委
員
会
は
同
名
称
の
ま
ま
昭
和
五
十
七

年
十
一
月
五
日
ま
で
、一
二
年
に
わ
た
っ
て
継

続
的
に
設
置
さ
れ
た
。

　
高
度
経
済
成
長
下
、工
業
と
交
通
の
発
達
や

企
業
設
備
の
拡
大
に
よ
り
、大
気
汚
染
、河
川

の
水
質
汚
濁
、鉱
山
廃
水
、石
油
流
出
、悪
臭
、

工
場
排
水
と
い
っ
た
公
害
が
日
本
各
地
で
増

大
し
、重
大
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。ま

た
、い
わ
き
市
に
お
い
て
も
重
工
業
の
工
場
が

連
な
る
小
名
浜
地
区
を
初
め
こ
れ
ら
公
害
は

い
く
つ
か
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　昭
和
四
十
五
年
十
月
八
日
、「
公
害
対
策
特
別

委
員
会
」を
設
置
し
た
。

設
置
：
昭
和
四
十
五
年
十
月
八
日（
一
六
名
）

廃
止
：
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日

設
置
：
昭
和
四
十
七
年
十
月
十
一
日（
一
二
名
）

廃
止
：
昭
和
五
十
一
年
九
月
三
十
日

設
置
：
昭
和
五
十
一
年
十
月
十
三
日（
一
二
名
）

廃
止
:
昭
和
五
十
五
年
九
月
三
十
日

設
置
：
昭
和
五
十
五
年
十
月
十
三
日（
九
名
）

廃
止
：
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
五
日

活
動
内
容
等

2

設
置
時
期
等

1 ◉
公
害
対
策
特
別
委
員
会

公害対策センター（現 環境監視センター）の大気汚染常時監視網

錦町の公害測定調査
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これまでの50年（第4期）

し
、都
市
公
害
は
原
因
者
の
所
在
が
は
っ
き
り
し

な
い
と
い
う
悩
み
が
あ
る
。市
の
公
害
対
策
で
対

応
で
き
る
も
の
は
そ
の
面
で
対
応
し
、公
害
対
策

セ
ン
タ
ー
等
の
機
能
を
十
分
発
揮
し
て
、住
み
よ

い
環
境
づ
く
り
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。」と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
定
例
会
で
は
、

「
公
害
防
止
対
策
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、最
近

で
は
大
き
な
問
題
も
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、今

年
、河
川
に
お
い
て
数
十
匹
の
川
魚
が
川
面
に
浮

か
ぶ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。ま

た
、今
年
の
産
米
か
ら
許
容
量
以
上
の
カ
ド
ミ
ウ

ム
が
検
出
さ
れ
る
な
ど
、一
連
の
問
題
が
市
民
生

活
に
不
安
を
与
え
て
い
る
。市
は
、い
わ
き
市
を

二
度
と
公
害
の
ま
ち
と
し
な
い
た
め
に
、監
視
体

制
の
維
持
強
化
を
図
る
べ
き
。市
長
の
考
え
を
伺

い
た
い
。」と
の
質
問
が
あ
り
、市
長
は
、「
公
害

防
止
対
策
の
今
後
の
方
針
と
し
て
は
、地
区
観
測

局
の
各
測
定
器
の
精
度
維
持
の
た
め
の
年
次
計

画
更
新
を
、昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
昭
和
五
十

六
年
度
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
い
。ま
た
地
区
観

測
局
の
追
加
と
新
設
の
検
討
、環
境
水
質
監
視

局
の
新
設
の
検
討
な
ど
の
ほ
か
、小
名
浜
港
す
す

水
発
生
の
原
因
究
明
と
調
査
の
継
続
実
施
、現

行
の
各
種
調
査
の
継
続
実
施
と
拡
充
に
よ
る
大

気
・
水
質
汚
染
の
総
合
的
・
個
別
的
指
導
及
び

監
視
の
充
実
を
図
り
、環
境
保
全
の
確
保
に
さ

ら
に
努
力
し
た
い
。」と
答
弁
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、議
会
に
設
置
さ
れ
た
公
害
対
策
特

別
委
員
会
は
、議
員
改
選
毎
に
引
き
続
き
設
置

さ
れ
、昭
和
五
十
七
年
十
一
月
に
廃
止
さ
れ
る
ま

で
の
十
二
年
の
長
き
に
わ
た
り
、各
種
公
害
へ
の

対
策
に
関
す
る
調
査
や
請
願
の
審
査
等
に
あ

た
っ
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
三
月
定
例
会
で
は
、議
員
か
ら

こ
の
よ
う
な
質
問
と
意
見
が
あ
っ
た
。

　「
日
本
一
広
い
面
積
を
持
つ
い
わ
き
市
は
、時

代
の
情
勢
と
は
い
う
も
の
の
、こ
れ
ま
で
重
化
学

工
業
中
心
の
高
度
経
済
成
長
政
策
を
推
進
し
て

き
た
た
め
、地
価
の
暴
騰
を
初
め
、過
疎
・
過
密

の
激
化
、自
然
環
境
及
び
民
俗
遺
産
の
破
壊
、水

資
源
や
大
気
の
汚
染
、国
土
資
源
で
あ
る
緑
や

水
、土
地
の
荒
廃
と
偏
在
が
進
ん
だ
。特
に
土
地

問
題
は
異
常
な
状
態
に
あ
り
、経
済
的
危
機
を

背
景
に
し
て
、公
害
環
境
問
題
に
お
け
る
逆
流

現
象
が
胎
動
し
つ
つ
あ
り
、わ
れ
わ
れ
は
過
去
と

現
在
の
公
害
が
数
十
年
先
に
い
か
な
る
結
果
を

も
た
ら
す
か
と
い
う
洞
察
力
を
も
っ
て
対
処
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、過
去
、現
在

に
わ
た
る
公
害
の
蓄
積
を
取
り
除
き
、こ
れ
以
上

の
環
境
破
壊
の
愚
を
差
し
止
め
、人
間
生
活
と
環

境
と
の
調
和
の
方
途
を
真
剣
に
模
索
す
る
こ
と

で
あ
る
。し
か
し
、本
市
に
お
い
て
は
都
市
公
害

対
策
に
ま
で
手
が
回
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、

さ
ら
な
る
公
害
対
策
セ
ン
タ
ー
の
充
実
、既
存
の

公
害
の
因
果
関
係
の
調
査
研
究
、技
術
、資
料
等
、

国
・
県
の
機
関
と
の
連
絡
協
調
を
図
る
べ
き
。当

市
に
お
け
る
都
市
公
害
対
策
に
つ
い
て
考
え
を

伺
い
た
い
。」

　
こ
れ
に
対
す
る
市
長
の
答
弁
は
、「
都
市
公
害

の
要
因
と
し
て
、自
動
車
の
排
気
ガ
ス
、騒
音
振

動
、家
庭
下
水
道
等
に
よ
る
水
質
汚
濁
等
が
あ

り
、都
市
公
害
は
都
市
の
過
密
現
象
と
密
接
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
。産
業
公
害
は
、原
因
者
が

公
害
防
止
対
策
を
厳
重
に
守
る
こ
と
で
最
低
限

に
仰
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。た
だ

1

　
設
置
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　「
当
市
は
、臨
海
工
業
地
帯
の
急
速
な
る
発

展
に
伴
い
、反
面
、公
害
も
ま
た
こ
れ
に
比
例

し
て
激
増
の
一
途
を
た
ど
り
、ま
さ
に
憂
慮
す

べ
き
事
態
を
招
来
し
つ
つ
あ
る
。か
か
る
公
害

多
発
の
現
状
に
対
応
す
る
た
め
、本
議
会
は
、

こ
こ
に
公
害
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て

強
力
な
る
総
合
対
策
を
講
じ
、公
害
の
完
全

追
放
を
は
か
り
、一
日
も
早
く
市
民
の
不
安
を

除
去
し
、も
っ
て
市
民
の
健
康
と
住
み
よ
い
生

活
環
境
の
保
全
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。」

　
昭
和
四
十
七
年
六
月
定
例
会
で
は
、請
願

の
あ
っ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
公
害
の
実
態
調
査
に
つ
い

て
、昭
和
四
十
八
年
十
二
月
定
例
会
で
は
四
倉

町
内
仁
井
田
川
の
汚
染
防
止
対
策
、大
気
汚

染
排
出
物
の
総
量
規
制
即
時
実
施
に
つ
い
て

な
ど
、委
員
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

　
同
委
員
会
は
同
名
称
の
ま
ま
昭
和
五
十
七

年
十
一
月
五
日
ま
で
、一
二
年
に
わ
た
っ
て
継

続
的
に
設
置
さ
れ
た
。

　
高
度
経
済
成
長
下
、工
業
と
交
通
の
発
達
や

企
業
設
備
の
拡
大
に
よ
り
、大
気
汚
染
、河
川

の
水
質
汚
濁
、鉱
山
廃
水
、石
油
流
出
、悪
臭
、

工
場
排
水
と
い
っ
た
公
害
が
日
本
各
地
で
増

大
し
、重
大
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。ま

た
、い
わ
き
市
に
お
い
て
も
重
工
業
の
工
場
が

連
な
る
小
名
浜
地
区
を
初
め
こ
れ
ら
公
害
は

い
く
つ
か
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　昭
和
四
十
五
年
十
月
八
日
、「
公
害
対
策
特
別

委
員
会
」を
設
置
し
た
。

設
置
：
昭
和
四
十
五
年
十
月
八
日（
一
六
名
）

廃
止
：
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日

設
置
：
昭
和
四
十
七
年
十
月
十
一
日（
一
二
名
）

廃
止
：
昭
和
五
十
一
年
九
月
三
十
日

設
置
：
昭
和
五
十
一
年
十
月
十
三
日（
一
二
名
）

廃
止
:
昭
和
五
十
五
年
九
月
三
十
日

設
置
：
昭
和
五
十
五
年
十
月
十
三
日（
九
名
）

廃
止
：
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
五
日

活
動
内
容
等

2

設
置
時
期
等

1 ◉
公
害
対
策
特
別
委
員
会

公害対策センター（現 環境監視センター）の大気汚染常時監視網

錦町の公害測定調査
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これまでの50年（第4期）

お
い
て
北
部
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
に
係
る
議
案

を
提
出
。厚
生
常
任
委
員
長
は「
施
設
の
老
朽
化

や
ご
み
質
の
変
化
等
に
よ
っ
て
年
々
焼
却
能
力

が
減
少
し
て
き
た
こ
と
。ま
た
公
害
防
止
上
あ

る
い
は
環
境
保
全
上
の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
か

ら
、こ
れ
ら
に
対
処
で
き
る
近
代
的
な
焼
却
能

力
を
持
つ
セ
ン
タ
ー
を
建
設
す
る
も
の
で
あ
る

と
の
当
局
の
説
明
に
接
し
、原
案
ど
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。」と
報
告
を
行
い
、議

会
は
こ
れ
を
可
決
。「
北
部
清
掃
セ
ン
タ
ー
」の

建
設
が
開
始
さ
れ
、二
年
後
の
昭
和
五
十
五
年

か
ら
稼
働
し
た
。

　
一
方
、協
議
会
で
は
実
態
調
査
や
審
議
を
重

ね
、昭
和
五
十
五
年
二
月
、「
ご
み
問
題
は
、排
出

者
の
自
己
処
理
責
任
の
原
則
に
立
ち
返
り
、市

民
一
人
ひ
と
り
の
良
心
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

く
、全
市
を
あ
げ
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。行

政
の
効
率
の
面
か
ら
も
規
格
袋
に
よ
る
収
集
に

統
一
し
、若
干
の
市
民
負
担
も
や
む
を
得
な
い
。」

と
し
て
、本
市
独
自
の「
ご
み
収
集
処
理
ル
ー
ル
」

を
策
定
し
た
。

　
画
期
的
だ
っ
た
こ
と
は
、「
透
明
で
七
〇
×
五

〇
㎝
・
三
〇
ℓ
の
ポ
リ
袋
を
市
民
が
各
自
調
達

し
て
使
用
す
る
」と
い
う
ル
ー
ル
だ
っ
た
。実
施

さ
れ
れ
ば
県
内
初
の
試
み
で
あ
り
、協
議
会
内
で

も「
未
知
の
選
択
」と
い
う
声
が
出
る
ほ
ど
の
策

で
あ
っ
た
。

　
ポ
リ
袋
を
採
用
し
た
理
由
は
、風
雨
の
日
で
も

ご
み
が
散
ら
な
い
、主
婦
も
運
び
や
す
い
大
き

さ
、悪
臭
・
汚
水
が
出
な
い
、中
身
が
見
え
る
の

で
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
る
、収
集
時
の
作
業
効
率
が

よ
い
と
い
っ
た
点
が
説
明
さ
れ
た
。

　
ご
み
の
分
別
回
収
に
つ
い
て
は
、市
内
六
モ

デ
ル
地
区
で「
分
別
収
集
テ
ス
ト
」が
行
わ
れ
、

結
果
を
踏
ま
え
た「
収
集
処
理
体
制
実
施
計
画
」

が
練
ら
れ
、市
長
に
最
終
意
見
書
を
提
出
し
た
。

ま
た
、昭
和
五
十
五
年
末
の
二
カ
月
間
に
は
市

内
六
〇
〇
カ
所
で「
啓
蒙
宣
伝
」を
行
い
、翌
年

一
月
か
ら
三
月
ま
で
の「
試
行
期
間
」を
経
て
、

昭
和
五
十
六
年
四
月
か
ら
ご
み
の
分
別
収
集
が

完
全
実
施
さ
れ
た
。

　
分
別
収
集
開
始
二
カ
月
で
の
ル
ー
ル
遵
守
率

が
約
九
八
％
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、同
年
六
月

定
例
会
で
、市
長
は
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
。

　「
当
初
は
内
心
不
安
も
あ
っ
た
が
、こ
の
困
難

な
施
策
が
短
期
間
の
間
に
軌
道
に
乗
っ
た
。市

民
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
感
謝
の
気
持
で
い
っ

ぱ
い
で
あ
る
。」

　
本
市
に
お
け
る
ご
み
処
理
問
題
は
、市
議
会

で
も
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
定
例
会
で
、「
収
集
日

に
出
し
た
ご
み
が
、人
手
不
足
な
ど
を
理
由
に

回
収
さ
れ
ず
、住
民
か
ら
の
苦
情
が
絶
え
な
い
。

作
業
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
も
、改
善
計
画

が
必
要
で
は
な
い
か
。」と
の
質
疑
を
受
け
て
、

市
長
は
、「
回
収
車
が
少
な
く
、人
手
も
不
足
し
、

高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
に
は
市
も
悩
ん
で
い
る
。

パ
ッ
ク
式
の
回
収
方
法
や
処
分
場
の
確
保
を
数

カ
所
で
確
保
す
べ
く
検
討
中
で
あ
る
。」と
答
え

て
い
る
。

　
本
市
に
お
い
て
可
燃
ご
み
の
処
理
に
要
し
た

費
用
は
、昭
和
五
十
二
年
で
一
六
億
円
だ
っ
た
。

市
民
一
人
あ
た
り
五
〇
〇
〇
円
の
負
担
で
あ
る
。

さ
ら
に
、同
年
七
月
に
収
集
し
た
可
燃
ご
み
の
中

身
の
約
三
分
の
一
が
不
燃
物
で
、こ
れ
が
焼
却
炉

を
故
障
さ
せ
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
た
。逆
に
不

燃
ご
み
の
中
に
も
大
量
の
可
燃
ご
み
や
再
生
可

能
な
ご
み
も
大
量
に
混
じ
っ
て
い
た
。結
果
的
に

燃
え
な
い
ご
み
が
増
え
、焼
却
能
力
の
低
下
と
埋

立
地
の
限
界
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
、状
況
を
い
か
に
解
消
す
る
か
、

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
、市
議
会
議
員
、学

識
経
験
者
、市
職
員
か
ら
な
る「
い
わ
き
市
ご

み
収
集
処
理
改
善
対
策
協
議
会
」を
設
置
し
、

市
の
ご
み
処
理
業
務
の
改
善
に
向
け
て
話
し
合

い
を
開
始
し
た
。

　
本
市
で
は「
南
部
清
掃
セ
ン
タ
ー
」が
稼
働
中

で
あ
っ
た
が
、昭
和
五
十
三
年
六
月
定
例
会
に

ご
み
処
理
問
題

2

ごみ収集袋作成作業

ごみ分別収集

ごみ集積所

ロードパッカーとごみの山

北部清掃センター
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問
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で
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的
な
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却
能
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を
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ン
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を
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る
も
の
で
あ
る

と
の
当
局
の
説
明
に
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し
、原
案
ど
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。」と
報
告
を
行
い
、議

会
は
こ
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を
可
決
。「
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部
清
掃
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ー
」の
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が
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さ
れ
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の
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和
五
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五
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。
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で
は
実
態
調
査
や
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を
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、「
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問
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、排
出
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の
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理
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任
の
原
則
に
立
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返
り
、市

民
一
人
ひ
と
り
の
良
心
に
負
う
と
こ
ろ
が
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き

く
、全
市
を
あ
げ
て
取
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組
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必
要
が
あ
る
。行
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の
効
率
の
面
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ら
も
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格
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る
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の
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も
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を
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い
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て
、本
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独
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の「
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収
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理
ル
ー
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」

を
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た
。

　
画
期
的
だ
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と
は
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透
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×
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の
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が
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調
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る
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の
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で
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選
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償
に
つ
い
て
の
意
見
書
」を
可
決
し
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
二
年
三
月
一
日
、ア
メ
リ
カ
と
ソ
連

は
二
〇
〇
海
里
水
域
を
設
定
し
た
。公
海
自
由
の

原
則
に
よ
り
世
界
の
海
で
漁
を
し
て
い
た
日
本

は
、苦
悩
の
時
代
を
迎
え
た
。ア
メ
リ
カ
と
は
二

〇
〇
海
里
を
前
提
と
し
た
新
協
定
で
合
意
し
た

が
、ソ
連
と
は
操
業
の
安
全
と
漁
獲
量
の
維
持
を

目
指
し
て
交
渉
が
始
ま
っ
た
。

　「
陸
へ
上
が
る
し
か
な
い
の
か
」と
、漁
民
た
ち

は
不
安
を
募
ら
せ
な
が
ら
交
渉
の
成
り
行
き
を

見
守
っ
た
。

　
市
議
会
で
は
、減
船
に
よ
る
離
職
者
の
雇
用

問
題
と
安
全
操
業
に
関
し
て
論
議
が
集
中
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
三
月
定
例
会
で
は「
日
ソ
漁
業
協

よ
う
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。」、「
労
働
省
や

運
輸
省
の
出
先
機
関
、県
、国
に
も
強
く
善
処
方

を
申
し
入
れ
た
。港
湾
の
整
備
、公
共
事
業
に
お

け
る
雇
用
機
会
の
確
保
な
ど
解
決
に
努
め
る
。」

と
答
弁
し
た
。

　
本
市
議
会
は
、平
成
二
年
三
月
、「
公
海
に
お

け
る
さ
け
・
ま
す
漁
業
の『
沖
獲
り
禁
止
』提
案

の
撤
回
を
求
め
る
意
見
書
」を
可
決
し
、内
閣
総

理
大
臣
や
農
林
水
産
大
臣
な
ど
へ
送
付
し
た
。し

か
し
、平
成
五
年
に
は
公
海
上
で
の
さ
け
・
ま
す

漁
が
全
面
禁
漁
と
な
っ
た
。日
本
の
漁
船
団
は
ロ

シ
ア
連
邦
二
〇
〇
海
里
内
の
限
定
さ
れ
た
エ
リ

ア
で
の
み
操
業
を
続
け
て
き
た
が
、平
成
二
十
八

年
、ロ
シ
ア
の
排
他
的
経
済
水
域（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）内

で
操
業
す
る
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
は
全
面
的

に
禁
止
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
一
年
、ア
メ
リ
カ
は
、自
国
の
漁
業

専
管
水
域
を
領
海
と
同
じ
く
一
二
海
里（
二
二
・

二
二
四
㎞
）か
ら
二
〇
〇
海
里（
三
七
〇・
四
㎞
）

に
拡
大
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。ア
メ
リ
カ
は
、

北
洋
で
の
日
本
漁
船
団
の
乱
獲
が
自
国
の
漁
業

と
水
産
資
源
を
脅
か
し
て
い
る
と
し
て
、回
遊
魚

で
あ
る
さ
け
・
ま
す
は
母
国
の
川
に
帰
る
べ
き

も
の
と
主
張
。同
年
、ソ
ビ
エ
ト
連
邦（
以
下「
ソ

連
」）も
こ
れ
に
同
調
し
た
。

　
本
市
議
会
は
、同
年
十
二
月
定
例
会
で
、力
強

い
漁
業
外
交
の
推
進
と
操
業
の
安
全
確
保
を
要

請
す
る
た
め「
二
〇
〇
海
里
漁
業
専
管
水
域
設

定
に
関
す
る
漁
業
安
全
施
策
の
早
期
確
立
に
つ

い
て
の
意
見
書
」を
ま
と
め
、内
閣
総
理
大
臣
と

外
務
・
農
林
大
臣
へ
提
出
し
た
。

　
当
時
は
、ソ
連
の
大
型
漁
船
が
日
本
の
船
の
網

を
裂
い
た
り
、あ
る
い
は
転
覆
の
脅
威
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
が
幾
度
も
発
生
し
て
い
た
。ま
た
、

福
島
県
沖
の
海
に
は
、空
き
缶
、鉄
く
ず
、段
ボ
ー

ル
、魚
粉
入
り
麻
袋
と
い
っ
た
ソ
連
の
漁
船
団
が

投
棄
し
た
と
お
ぼ
し
き
廃
棄
物
も
散
乱
し
、日

本
の
漁
船
は
漁
具
に
損
害
を
受
け
る
な
ど
し
て

い
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
三
月
定
例
会
に
お
い
て
も「
ソ

連
漁
船
の
被
害
防
止
と
被
害
漁
民
に
対
す
る
補

北
洋
さ
け
・
ま
す
漁
業

3

力
協
定
締
結
促
進
に
関
す
る
意
見
書
」を
ま
と

め
、内
閣
総
理
大
臣
と
法
務
・
外
務
・
農
林
の
三

大
臣
へ
提
出
し
た
。そ
の
内
容
は「
昭
和
三
十
一

年
に
締
結
し
た
日
ソ
漁
業
条
約
は
、本
年
四
月
二

十
九
日
を
も
っ
て
破
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。日

ソ
漁
業
協
力
協
定
に
関
す
る
交
渉
が
不
成
功
と

な
れ
ば
、本
市
の
さ
け
・
ま
す
漁
業
の
ダ
メ
ー
ジ

は
壊
滅
的
な
も
の
と
な
り
、本
市
の
遠
洋
漁
業
の

基
盤
そ
の
も
の
を
失
い
か
ね
な
い
。」と
い
う
万

全
を
期
し
た
強
力
外
交
の
展
開
を
要
請
す
る
も

の
だ
っ
た
。

　
昭
和
五
十
三
年
、北
洋
さ
け
・
ま
す
漁
業
は

大
幅
な
減
船
と
な
り
、七
五
五
名
も
の
離
職
者

が
出
た
。市
内
の
乗
組
員
は
五
二
〇
名
を
数
え
、

そ
の
う
ち
半
数
以
上
が
四
一
歳
を
超
え
た
中
高

年
齢
者
で
あ
り
、転
職
は
厳
し
く
、ま
た
失
業

保
険
対
象
外
の
者
も
い
て
、解
決
は
容
易
で
は

な
か
っ
た
。

　
同
年
の
市
議
会
は
、定
例
会
が
開
催
さ
れ
る

た
び
に
北
洋
さ
け
・
ま
す
漁
業
へ
の
対
策
に
つ
い

て
、論
議
が
集
中
し
た
。こ
の
重
要
問
題
に
つ
い

て
、市
と
し
て
の
対
応
を
質
さ
れ
た
市
長
は
、「
い

わ
き
市
雇
用
安
定
対
策
会
議
を
一
月
十
三
日
に

発
足
を
さ
せ
、こ
の
対
策
会
議
の
中
で
市
内
の
二

八
〇
〇
事
業
所
を
対
象
に
採
用
計
画
の
調
査
を

進
め
て
い
る
。公
共
職
業
安
定
所
と
の
連
携
を
図

り
な
が
ら
、海
上
の
離
職
者
に
つ
い
て
陸
の
一
般

離
職
者
と
同
様
に
就
職
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る

お
か

北洋さけ・ます船団の出航見送り（小名浜港）

北洋さけ・ます漁業交渉危機突破いわき市民大会

北洋さけ・ます船団の出航見送り（江名港）
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償
に
つ
い
て
の
意
見
書
」を
可
決
し
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
二
年
三
月
一
日
、ア
メ
リ
カ
と
ソ
連

は
二
〇
〇
海
里
水
域
を
設
定
し
た
。公
海
自
由
の

原
則
に
よ
り
世
界
の
海
で
漁
を
し
て
い
た
日
本

は
、苦
悩
の
時
代
を
迎
え
た
。ア
メ
リ
カ
と
は
二

〇
〇
海
里
を
前
提
と
し
た
新
協
定
で
合
意
し
た

が
、ソ
連
と
は
操
業
の
安
全
と
漁
獲
量
の
維
持
を

目
指
し
て
交
渉
が
始
ま
っ
た
。

　「
陸
へ
上
が
る
し
か
な
い
の
か
」と
、漁
民
た
ち

は
不
安
を
募
ら
せ
な
が
ら
交
渉
の
成
り
行
き
を

見
守
っ
た
。

　
市
議
会
で
は
、減
船
に
よ
る
離
職
者
の
雇
用

問
題
と
安
全
操
業
に
関
し
て
論
議
が
集
中
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
三
月
定
例
会
で
は「
日
ソ
漁
業
協

よ
う
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。」、「
労
働
省
や

運
輸
省
の
出
先
機
関
、県
、国
に
も
強
く
善
処
方

を
申
し
入
れ
た
。港
湾
の
整
備
、公
共
事
業
に
お

け
る
雇
用
機
会
の
確
保
な
ど
解
決
に
努
め
る
。」

と
答
弁
し
た
。

　
本
市
議
会
は
、平
成
二
年
三
月
、「
公
海
に
お

け
る
さ
け
・
ま
す
漁
業
の『
沖
獲
り
禁
止
』提
案

の
撤
回
を
求
め
る
意
見
書
」を
可
決
し
、内
閣
総

理
大
臣
や
農
林
水
産
大
臣
な
ど
へ
送
付
し
た
。し

か
し
、平
成
五
年
に
は
公
海
上
で
の
さ
け
・
ま
す

漁
が
全
面
禁
漁
と
な
っ
た
。日
本
の
漁
船
団
は
ロ

シ
ア
連
邦
二
〇
〇
海
里
内
の
限
定
さ
れ
た
エ
リ

ア
で
の
み
操
業
を
続
け
て
き
た
が
、平
成
二
十
八

年
、ロ
シ
ア
の
排
他
的
経
済
水
域（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）内

で
操
業
す
る
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
は
全
面
的

に
禁
止
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
一
年
、ア
メ
リ
カ
は
、自
国
の
漁
業

専
管
水
域
を
領
海
と
同
じ
く
一
二
海
里（
二
二
・

二
二
四
㎞
）か
ら
二
〇
〇
海
里（
三
七
〇・
四
㎞
）

に
拡
大
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。ア
メ
リ
カ
は
、

北
洋
で
の
日
本
漁
船
団
の
乱
獲
が
自
国
の
漁
業

と
水
産
資
源
を
脅
か
し
て
い
る
と
し
て
、回
遊
魚

で
あ
る
さ
け
・
ま
す
は
母
国
の
川
に
帰
る
べ
き

も
の
と
主
張
。同
年
、ソ
ビ
エ
ト
連
邦（
以
下「
ソ

連
」）も
こ
れ
に
同
調
し
た
。

　
本
市
議
会
は
、同
年
十
二
月
定
例
会
で
、力
強

い
漁
業
外
交
の
推
進
と
操
業
の
安
全
確
保
を
要

請
す
る
た
め「
二
〇
〇
海
里
漁
業
専
管
水
域
設

定
に
関
す
る
漁
業
安
全
施
策
の
早
期
確
立
に
つ

い
て
の
意
見
書
」を
ま
と
め
、内
閣
総
理
大
臣
と

外
務
・
農
林
大
臣
へ
提
出
し
た
。

　
当
時
は
、ソ
連
の
大
型
漁
船
が
日
本
の
船
の
網

を
裂
い
た
り
、あ
る
い
は
転
覆
の
脅
威
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
が
幾
度
も
発
生
し
て
い
た
。ま
た
、

福
島
県
沖
の
海
に
は
、空
き
缶
、鉄
く
ず
、段
ボ
ー

ル
、魚
粉
入
り
麻
袋
と
い
っ
た
ソ
連
の
漁
船
団
が

投
棄
し
た
と
お
ぼ
し
き
廃
棄
物
も
散
乱
し
、日

本
の
漁
船
は
漁
具
に
損
害
を
受
け
る
な
ど
し
て

い
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
三
月
定
例
会
に
お
い
て
も「
ソ

連
漁
船
の
被
害
防
止
と
被
害
漁
民
に
対
す
る
補

北
洋
さ
け
・
ま
す
漁
業

3

力
協
定
締
結
促
進
に
関
す
る
意
見
書
」を
ま
と

め
、内
閣
総
理
大
臣
と
法
務
・
外
務
・
農
林
の
三

大
臣
へ
提
出
し
た
。そ
の
内
容
は「
昭
和
三
十
一

年
に
締
結
し
た
日
ソ
漁
業
条
約
は
、本
年
四
月
二

十
九
日
を
も
っ
て
破
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。日

ソ
漁
業
協
力
協
定
に
関
す
る
交
渉
が
不
成
功
と

な
れ
ば
、本
市
の
さ
け
・
ま
す
漁
業
の
ダ
メ
ー
ジ

は
壊
滅
的
な
も
の
と
な
り
、本
市
の
遠
洋
漁
業
の

基
盤
そ
の
も
の
を
失
い
か
ね
な
い
。」と
い
う
万

全
を
期
し
た
強
力
外
交
の
展
開
を
要
請
す
る
も

の
だ
っ
た
。

　
昭
和
五
十
三
年
、北
洋
さ
け
・
ま
す
漁
業
は

大
幅
な
減
船
と
な
り
、七
五
五
名
も
の
離
職
者

が
出
た
。市
内
の
乗
組
員
は
五
二
〇
名
を
数
え
、

そ
の
う
ち
半
数
以
上
が
四
一
歳
を
超
え
た
中
高

年
齢
者
で
あ
り
、転
職
は
厳
し
く
、ま
た
失
業

保
険
対
象
外
の
者
も
い
て
、解
決
は
容
易
で
は

な
か
っ
た
。

　
同
年
の
市
議
会
は
、定
例
会
が
開
催
さ
れ
る

た
び
に
北
洋
さ
け
・
ま
す
漁
業
へ
の
対
策
に
つ
い

て
、論
議
が
集
中
し
た
。こ
の
重
要
問
題
に
つ
い

て
、市
と
し
て
の
対
応
を
質
さ
れ
た
市
長
は
、「
い

わ
き
市
雇
用
安
定
対
策
会
議
を
一
月
十
三
日
に

発
足
を
さ
せ
、こ
の
対
策
会
議
の
中
で
市
内
の
二

八
〇
〇
事
業
所
を
対
象
に
採
用
計
画
の
調
査
を

進
め
て
い
る
。公
共
職
業
安
定
所
と
の
連
携
を
図

り
な
が
ら
、海
上
の
離
職
者
に
つ
い
て
陸
の
一
般

離
職
者
と
同
様
に
就
職
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る

お
か

北洋さけ・ます船団の出航見送り（小名浜港）

北洋さけ・ます漁業交渉危機突破いわき市民大会

北洋さけ・ます船団の出航見送り（江名港）
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　五
月
二
十
七
日
の
第
二
回
制
定
委
員
会
で
は
、

憲
章
の
原
案
を
作
成
す
る
た
め
の
起
草
委
員
会

が
置
か
れ
、七
名
の
委
員
を
選
出
し
た
。そ
し
て

六
月
二
十
四
日
の
第
三
回
制
定
委
員
会
で
、起
草

委
員
会
の
委
員
長
か
ら
憲
章
原
案
の
報
告
が
あ

り
、こ
の
原
案
を
市
民
に
公
開
し
て
意
見
を
求
め

る「
市
民
憲
章
ア
ン
ケ
ー
ト
」の
実
施
に
つ
い
て

協
議
が
行
わ
れ
た
。「
成
案
の
作
成
は
市
民
総
参

加
で
。」と
い
う
制
定
委
員
会
の
考
え
が
あ
っ
た
。

　ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し
二
五
三
通
の
返
信
が

あ
っ
た
。一
〇
代
か
ら
七
〇
代
ま
で
、幅
広
い
世

代
か
ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　八
月
六
日
、最
終
回
と
な
る
第
四
回
制
定
委

員
会
が
開
催
さ
れ
、制
定
委
員
に
よ
る
最
後
の

全
体
協
議
で
は
具
体
的
な
意
見
が
出
さ
れ
て
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。そ
し
て
満
場
一
致
で

「
い
わ
き
市
民
憲
章
草
案
」が
ま
と
め
ら
れ
、同

日
、制
定
委
員
会
会
長
か
ら
市
長
に
答
申
が
行

わ
れ
た
。

　い
わ
き
市
民
憲
章
は
、第
三
期
市
議
会
議
員

最
後
の
議
会
と
な
る
昭
和
五
十
一
年
八
月
定
例

会
で「
い
わ
き
市
民
憲
章
の
制
定
に
つ
い
て
」と

の
議
案
で
提
出
さ
れ
、原
案
ど
お
り
可
決
。市
議

会
の
第
四
期
が
ス
タ
ー
ト
す
る
同
年
十
月
一
日

に
制
定
さ
れ
た
。

【
い
わ
き
市
民
憲
章
】

　日
本
一
広
い
面
積
を
も
ち
、気
候
が
温
暖
で
、

豊
か
な
自
然
と
い
で
湯
に
め
ぐ
ま
れ
た
い
わ
き

市
は
、首
都
圏
に
も
近
く
、国
際
港
を
も
つ
近
代

都
市
と
し
て
、躍
進
を
つ
づ
け
る
、若
さ
に
あ
ふ

れ
た
ま
ち
で
あ
り
ま
す
。

　わ
た
く
し
た
ち
は
、貴
重
な
先
人
の
遺
産
を

受
け
つ
ぎ
、い
わ
き
市
民
と
し
て
の
自
覚
と
誇
り

を
も
っ
て
、調
和
の
と
れ
た
ま
ち
を
つ
く
る
た

め
、こ
こ
に
市
民
憲
章
を
定
め
ま
す
。

わ
た
く
し
た
ち
い
わ
き
市
民
は
、

　一
　元
気
で
働
き
、

　
　豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　一
　互
い
に
助
け
合
い
、

　
　明
る
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　一
　き
ま
り
を
守
り
、

　
　住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　一
　教
養
を
高
め
、

　
　文
化
の
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　一
　自
然
を
愛
し
、

　
　緑
の
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　昭
和
五
十
一
年
、い
わ
き
市
は
市
制
施
行
一
〇

周
年
を
迎
え
た
。

　本
市
は
こ
の
間
、経
済
環
境
が
大
き
く
変
化

し
、道
路
・
交
通
・
情
報
通
信
網
な
ど
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
も
進
み
、市
民
の
日
常
生
活
圏
も
広
が

り
、新
し
い
交
流
も
た
く
さ
ん
増
え
た
。か
つ
て

の
一
四
市
町
村
は
、地
域
の
個
性
を
守
り
な
が
ら

も
一
つ
の
大
き
な
屋
根
の
下
で
、よ
り
よ
い
ま
ち

を
築
こ
う
と
連
携
や
絆
を
深
め
て
い
た
。

　一
〇
周
年
を
迎
え
、よ
り
一
層
の
一
体
感
を
促

進
す
べ
く
、議
会
で
は「
こ
れ
を
機
に
市
民
憲
章

を
制
定
す
べ
き
」と
の
提
案
が
出
さ
れ
、市
長
も

こ
れ
に
応
じ
た
い
考
え
を
示
し
た
。

　市
民
憲
章
と
は
、文
字
ど
お
り「
市
民
の
憲
法
」

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。一
つ
の
自
治
体
に
住
む

住
民
が
、我
が
郷
土
を
愛
し
、地
域
に
誇
り
を
持

ち
、互
い
に
手
を
取
り
合
い
、明
る
く
健
や
か
な

生
活
を
築
き
、自
ら
の
環
境
や
文
化
遺
産
を
尊

重
し
、継
承
し
よ
う
と
い
う
、市
民
の
約
束
や
願

い
を
表
し
た
も
の
だ
。

　本
市
に
お
い
て
、市
民
憲
章
を
制
定
し
よ
う

と
い
う
声
は
、合
併
直
後
か
ら
あ
っ
た
。昭
和
四

十
二
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
、議
員
か
ら

「
市
民
憲
章
を
制
定
す
る
考
え
方
が
あ
る
か
ど
う

か
。」と
質
問
さ
れ
、市
長
は
、「
市
民
憲
章
に
つ

い
て
の
基
本
を
わ
れ
わ
れ
市
民
が
ど
う
い
う
ふ

う
に
受
け
取
っ
て
い
く
か
を
考
え
な
が
ら
、十
分

に
検
討
し
て
い
き
た
い
。」と
答
弁
し
て
い
る
。

　昭
和
四
十
五
年
十
月
定
例
会
及
び
昭
和
四
十

六
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
も
、議
員
か
ら

「
い
わ
き
市
民
憲
章
の
制
定
に
つ
い
て
」質
問
が

あ
っ
た
が
、市
長
は
こ
の
と
き
も「
十
分
検
討
し

て
い
き
た
い
。」と
の
答
弁
に
留
ま
っ
た
。

　そ
し
て
市
制
施
行
一
〇
周
年
を
翌
年
に
控
え

た
昭
和
五
十
年
三
月
定
例
会
に
お
い
て
、前
回
と

同
じ
議
員
か
ら
改
め
て「
市
民
憲
章
を
制
定
す

べ
き
。」と
い
う
提
言
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て

市
長
は「
市
制
施
行
一
〇
周
年
目
の
来
年
度
を
目

途
に
各
界
の
代
表
に
参
加
を
願
い
、取
り
組
ん
で

も
ら
い
た
い
。」と
答
え
、昭
和
五
十
一
年
度
の
制

定
を
目
指
し
た
。市
民
憲
章
制
定
の
た
め
の
具

体
的
な
動
き
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　昭
和
五
十
一
年
二
月
、「
い
わ
き
市
民
憲
章
制

定
調
査
委
員
会
」が
発
足
し
た
。第
一
回
調
査
委

員
会
で
は
、制
定
の
基
本
方
針
を
協
議
、同
年
四

月
二
日
の
第
二
回
調
査
委
員
会
で
は
、憲
章
の
性

格
や
形
式
、内
容
と
い
っ
た
、よ
り
具
体
的
な
事

項
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。

　当
局
と
し
て
の
準
備
を
整
え
た
あ
と
、五
月
十

五
日
に
は
市
内
各
層
の
有
識
者
二
〇
名
、市
議
会

議
員
八
名
、市
職
員
二
名
の
合
計
三
〇
名
で
構
成

さ
れ
る「
い
わ
き
市
民
憲
章
制
定
委
員
会
」が
発

足
し
、本
格
的
な
作
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

市
民
憲
章
の
制
定
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これまでの50年（第4期）

　五
月
二
十
七
日
の
第
二
回
制
定
委
員
会
で
は
、

憲
章
の
原
案
を
作
成
す
る
た
め
の
起
草
委
員
会

が
置
か
れ
、七
名
の
委
員
を
選
出
し
た
。そ
し
て

六
月
二
十
四
日
の
第
三
回
制
定
委
員
会
で
、起
草

委
員
会
の
委
員
長
か
ら
憲
章
原
案
の
報
告
が
あ

り
、こ
の
原
案
を
市
民
に
公
開
し
て
意
見
を
求
め

る「
市
民
憲
章
ア
ン
ケ
ー
ト
」の
実
施
に
つ
い
て

協
議
が
行
わ
れ
た
。「
成
案
の
作
成
は
市
民
総
参

加
で
。」と
い
う
制
定
委
員
会
の
考
え
が
あ
っ
た
。

　ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し
二
五
三
通
の
返
信
が

あ
っ
た
。一
〇
代
か
ら
七
〇
代
ま
で
、幅
広
い
世

代
か
ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　八
月
六
日
、最
終
回
と
な
る
第
四
回
制
定
委

員
会
が
開
催
さ
れ
、制
定
委
員
に
よ
る
最
後
の

全
体
協
議
で
は
具
体
的
な
意
見
が
出
さ
れ
て
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。そ
し
て
満
場
一
致
で

「
い
わ
き
市
民
憲
章
草
案
」が
ま
と
め
ら
れ
、同

日
、制
定
委
員
会
会
長
か
ら
市
長
に
答
申
が
行

わ
れ
た
。

　い
わ
き
市
民
憲
章
は
、第
三
期
市
議
会
議
員

最
後
の
議
会
と
な
る
昭
和
五
十
一
年
八
月
定
例

会
で「
い
わ
き
市
民
憲
章
の
制
定
に
つ
い
て
」と

の
議
案
で
提
出
さ
れ
、原
案
ど
お
り
可
決
。市
議

会
の
第
四
期
が
ス
タ
ー
ト
す
る
同
年
十
月
一
日

に
制
定
さ
れ
た
。

【
い
わ
き
市
民
憲
章
】

　日
本
一
広
い
面
積
を
も
ち
、気
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が
温
暖
で
、

豊
か
な
自
然
と
い
で
湯
に
め
ぐ
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れ
た
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わ
き

市
は
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都
圏
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も
近
く
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際
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を
も
つ
近
代

都
市
と
し
て
、躍
進
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つ
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け
る
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に
あ
ふ

れ
た
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ち
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す
。
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受
け
つ
ぎ
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わ
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り
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和
の
と
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ち
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め
、こ
こ
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憲
章
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。

わ
た
く
し
た
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。
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。
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。
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。
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う
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　昭
和
五
十
一
年
、い
わ
き
市
は
市
制
施
行
一
〇

周
年
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迎
え
た
。
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市
は
こ
の
間
、経
済
環
境
が
大
き
く
変
化

し
、道
路
・
交
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・
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通
信
網
な
ど
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
も
進
み
、市
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の
日
常
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も
広
が

り
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し
い
交
流
も
た
く
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た
。か
つ
て

の
一
四
市
町
村
は
、地
域
の
個
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守
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な
が
ら
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屋
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、よ
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よ
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ま
ち

を
築
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携
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。

　一
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周
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迎
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、よ
り
一
層
の
一
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を
促

進
す
べ
く
、議
会
で
は「
こ
れ
を
機
に
市
民
憲
章

を
制
定
す
べ
き
」と
の
提
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出
さ
れ
、市
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こ
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に
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た
。

　市
民
憲
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と
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ど
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市
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憲
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よ
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で
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る
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つ
の
自
治
体
に
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む

住
民
が
、我
が
郷
土
を
愛
し
、地
域
に
誇
り
を
持

ち
、互
い
に
手
を
取
り
合
い
、明
る
く
健
や
か
な

生
活
を
築
き
、自
ら
の
環
境
や
文
化
遺
産
を
尊

重
し
、継
承
し
よ
う
と
い
う
、市
民
の
約
束
や
願

い
を
表
し
た
も
の
だ
。

　本
市
に
お
い
て
、市
民
憲
章
を
制
定
し
よ
う

と
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う
声
は
、合
併
直
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ら
あ
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た
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例
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に
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て
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員
か
ら

「
市
民
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章
を
制
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す
る
考
え
方
が
あ
る
か
ど
う

か
。」と
質
問
さ
れ
、市
長
は
、「
市
民
憲
章
に
つ

い
て
の
基
本
を
わ
れ
わ
れ
市
民
が
ど
う
い
う
ふ

う
に
受
け
取
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て
い
く
か
を
考
え
な
が
ら
、十
分

に
検
討
し
て
い
き
た
い
。」と
答
弁
し
て
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る
。

　昭
和
四
十
五
年
十
月
定
例
会
及
び
昭
和
四
十

六
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
も
、議
員
か
ら

「
い
わ
き
市
民
憲
章
の
制
定
に
つ
い
て
」質
問
が

あ
っ
た
が
、市
長
は
こ
の
と
き
も「
十
分
検
討
し

て
い
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た
い
。」と
の
答
弁
に
留
ま
っ
た
。
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し
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市
制
施
行
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〇
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を
翌
年
に
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え

た
昭
和
五
十
年
三
月
定
例
会
に
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て
、前
回
と

同
じ
議
員
か
ら
改
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て「
市
民
憲
章
を
制
定
す

べ
き
。」と
い
う
提
言
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て

市
長
は「
市
制
施
行
一
〇
周
年
目
の
来
年
度
を
目

途
に
各
界
の
代
表
に
参
加
を
願
い
、取
り
組
ん
で

も
ら
い
た
い
。」と
答
え
、昭
和
五
十
一
年
度
の
制

定
を
目
指
し
た
。市
民
憲
章
制
定
の
た
め
の
具

体
的
な
動
き
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　昭
和
五
十
一
年
二
月
、「
い
わ
き
市
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章
制

定
調
査
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員
会
」が
発
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し
た
。第
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は
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定
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方
針
を
協
議
、同
年
四
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二
日
の
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回
調
査
委
員
会
で
は
、憲
章
の
性

格
や
形
式
、内
容
と
い
っ
た
、よ
り
具
体
的
な
事

項
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。

　当
局
と
し
て
の
準
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を
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え
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あ
と
、五
月
十

五
日
に
は
市
内
各
層
の
有
識
者
二
〇
名
、市
議
会

議
員
八
名
、市
職
員
二
名
の
合
計
三
〇
名
で
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成

さ
れ
る「
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